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第１０回西和賀町議会決算審査特別委員会 

 

令和６年９月６日（金） 

 

 

午後 １時００分 開   会 

委員長 出席委員数は全員であります。会議は成

立しております。 

  なお、髙橋雅一議長は、地方自治法第105条の

規定により出席しておりますので、申し添えま

す。 

  ただいまから令和５年度西和賀町各会計決算

についての決算審査特別委員会を開会します。 

  次に、内記町長、柿崎教育長より提出されて

おります説明員は、着席のとおりでありますの

で、氏名の呼称は省略いたします。 

  本委員会に付託されました議案は、令和５年

度各会計決算の９認定議案であります。 

  会議の前に委員及び執行機関の皆さんにお願

いをしておきます。委員各位におかれましては、

質問する内容についてはあらかじめ調べておら

れると思いますが、各課の審査の冒頭で担当課

長より歳入歳出決算の概要説明を受けて審査し

ていきたいと思います。 

  審査は各課ごとに行い、各課ごとの一般会計

の質疑に関し、歳入については一括で、歳出に

ついてはページごとに進めます。一方、特別会

計など一部の会計については歳入歳出とも一括

で質疑を受け付けますので、よろしくお願いし

ます。 

  本特別委員会では、質問の回数制限を設けま

せんが、ただ単に事業の内容を問うもの、計数

のみを問うような質問はご遠慮いただき、十分

質疑を尽くしていただきたいと思います。 

  また、西和賀町議会では前定例会よりタブレ

ット端末を使用し、ペーパーレス化に取り組ん

でおりますので、質問者、答弁者とも質問、答

弁する資料とページを明確にしてから発言する

ようにお願いします。あわせて、質問者、答弁

者は簡潔明瞭にお願いいたします。 

  特別委員会に出席した説明員の答弁に当たっ

て、課長代理まで答弁できることとしておりま

すが、答弁する説明員は挙手し、当職の許可を

得てから答弁するようにしてください。 

  初めに、特別委員会の日程については印刷配

付のとおりで、本日から９月11日までの審査日

程で終えるようにしたいと思いますが、この際

委員各位にお諮りします。この日程で進めるこ

とにご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

委員長 異議なしと認めます。 

  なお、あらかじめ申し上げておきますが、最

終日に行う総括質疑にあっては、複数の課にわ

たる決算に関する質疑、複数の会計に関係する

質疑及び全体を通しての総括的な質疑を許すこ

ととします。このため、各課ごとの際に質問し

忘れた、再度確認したいなどの理由による質問

はこれを認めませんので、ご協力をお願いしま

す。また、本年４月から課の統合再編が行われ

ておりますので、業務を分散した課にあっては、

令和５年の課の改正を基本として審査を進めま

すので、ご了承願います。改めて委員各位と執

行機関の皆さんの議事進行に対するご協力をお

願いします。 

  それでは、審査に入ります。初めに、総務課

の審査を行います。総務課が所管するのは２款

総務費、４款衛生費、９款消防費、13款諸支出

金、選挙管理委員会であります。 

  総務課長より決算の概要説明を求めます。 

  総務課長。 

総務課長 総務課です。どうぞよろしくお願いし
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ます。総務課並びにふるさと振興課の総務課分

に係る分の令和５年度決算審査、よろしくお願

いいたします。 

  それでは初めに、総務課分の決算の概要から

説明いたします。抜粋した決算書に基づき、歳

出を中心に説明いたします。総務課の決算関係

については、一般会計の歳出２款総務費、４款

衛生費、９款消防費、13款諸支出金になります。 

  初めに、２款総務費についてです。５ページ

から10ページの２款１項１目一般管理費は、二

役人件費、職員人件費、旅費、交際費、コピー

機、印刷機の用紙代、電話料、職員生活習慣病

予防健診等手数料、例規関係の業務委託料、使

用料、岩手県自治会館修繕・設備更新負担金、

非常勤職員公務災害補償負担金などでありま

す。また、令和５年度から始めた主な業務では

電子入札がございます。電子入札は、公平性、

透明性確保の一層の促進や利便性の向上を目的

としており、その電子入札システムの導入に必

要な支援に係る委託料や使用料及び賃借料など

であります。 

  ９ページから12ページの２款１項５目財産管

理費は、湯田庁舎及び公用車等の維持管理費、

庁舎等改修事業並びに基金造成事業でありま

す。湯田庁舎等管理費では、湯田庁舎非常用発

電機修繕、雪つばきの里、旧越中畑小学校であ

りますが、屋根修繕、旧下前分校石碑移設工事

や湯本家屋解体工事などを行ってございます。

公用車管理費は、総務課所管の８台の公用車の

維持管理を行っております。庁舎等改修事業は、

繰越しとなっておりました旧開発総合センター

解体工事になります。外構工事の施工が冬期間

となり工事期間が確保できないことから、令和

５年度に繰越しとなっておりましたが、令和５

年５月31日に外構工事も満了し、工事は完成し

ております。基金造成事業は、町が行う庁舎及

び公共施設の整備に要する経費の財源に充てる

ため、西和賀町庁舎等整備基金に 5,000万

4,000円を基金として積立てしてございます。 

  11ページ、12ページの２款１項６目企画費は、

庁内のネットワークシステムのうち、住民情報

系を除いたネットワークシステム、機器の保守

業務委託料、賃借料などでございます。なお、

令和５年度から始めた主な業務関係では、自治

体情報基盤クラウドシステム構築業務委託料に

よりＪ―ＬＩＳ、いわゆる地方公共団体情報シ

ステム機構が管理運営する自治体基盤クラウド

システムのコンビニ交付証明発行サービスを導

入するため、当該サービスの実施に当たって必

要な住民情報等のデータを連携できるよう、住

民基本台帳システムの改修を行い、併せて必要

な機器の調達及び設定を行ってございます。ま

た、自治体情報基盤クラウドシステム運営負担

金では、町で実施しているコンビニ交付サービ

ス、川舟郵便局でのサービスになりますが、を

提供するため、Ｊ―ＬＩＳ、地方公共団体情報

システム機構が管理運営する自治体基盤クラウ

ドシステムのコンビニ交付証明発行サービスに

係る運営負担金になります。令和５年度は、令

和６年３月からサービスを開始したため、１か

月分の支払いとなってございます。 

  13ページから14ページの４款１項５目衛生費、

保健センター費は、保健センターの維持管理費

に係る経費となります。 

  次に、９款消防費についてです。13ページか

ら16ページの９款１項１目非常備消防費は、消

防団員の報酬など、消防団員及び婦人消防協力

隊の活動に係る費用並びに消防車両の維持管理

に係る経費となります。 

  15ページ、16ページの９款１項２目常備消防

費は、北上地区消防組合への負担金であります。

９款１項３目消防施設費では、備品として消防

用ホース格納箱、消防署会議室用のポータブル

ワイヤレスアンプを購入してございます。 

  15ページから18ページの９款１項４目防災対

策費では、令和５年度西和賀町防災訓練を泉沢

地区、長瀬野地区、猿橋地区、弁天地区、太田

地区の５地区を対象に地震災害を想定した防災
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訓練を実施しております。このほか、全戸配布

している防災マップの使い方や避難方法の防災

講座を開催してございます。備蓄関係では、町

の地域防災計画に定める防災備蓄として、備蓄

食の備蓄を計画的に行っております。また、備

蓄用毛布のクリーニング・リパック確保をして

保存期間を延ばし、備蓄してございます。 

  次に、17ページ、18ページの13款諸支出金に

ついてですが、令和５年度中に普通財産の処分

がありませんでしたので、決算額はございませ

んでした。 

  次に、ふるさと振興課分の抜粋決算書を御覧

いただきたいと思います。７ページと８ページ

を御覧いただきたいと思います。２款１項６目

企画費の12節委託料では、まちなか交流館維持

管理業務委託料のほか、雪囲い設置撤去業務委

託料、まちなか交流館除雪業務委託料など、ま

ちなか交流館維持管理費が主なものであります。 

  ９ページと10ページを御覧ください。８目自

治振興費の１節報酬、４節共済費、８節旅費に

ついては、集落支援員６人分と特命主幹の人件

費、11節の役務費については、６か所の集落支

援センターの維持管理費が主なものです。18節

負担金、補助及び交付金は、これまでの地域組

織の体制等の見直しなどを踏まえ、令和４年度

からの制度である地域づくり組織一括交付金で、

自治活動推進支援分として1,760万366円、集会

所修繕分として899万5,170円の交付を行ってご

ざいます。また、地域活動活性化推進事業費補

助金は、西和賀町北部地域活性化推進委員会に

対しての補助金になります。さらに、自治総合

センターコミュニティ助成事業費補助金は、事

業採択となった２地区の備品購入に対し補助金

を交付しているものです。 

  以上で総務課分の決算の概要について説明を

終わります。決算審査、よろしくお願いいたし

ます。 

委員長 総務課長の説明が終わりました。 

  これから質疑を行います。初めに、従前の総

務課の歳入に関する質疑を一括で許します。質

疑ありませんか。 

（なしの声） 

委員長 ないようであれば、次に進ませていただ

きます。 

  次に、歳出に関し、ページごとの質疑を進め

ます。 

  ではまず初めに、総務課、選挙管理委員会の

抜粋から入ります。まず、５、６ページからい

きます。ありませんか。 

（なしの声） 

委員長 では、進めます。７、８ページ。 

（なしの声） 

委員長 なしですね。次、９、10ページ。 

（なしの声） 

委員長 では、11、12ページ。 

（なしの声） 

委員長 では、13、14ページ。 

（なしの声） 

委員長 続きまして、15、16ページ。 

（なしの声） 

委員長 17、18ページ。 

（なしの声） 

委員長 次に、従前のふるさと振興課分の質疑を

行います。 

  ふるさと振興課分は、歳入歳出とも一括で質

疑を許します。質疑ありませんか。 

  髙橋宏君。 

８番  歳入歳出一括。まず、歳入なのですけれ

ども、１ページ、２ページの旧公民館使用料と

旧教員住宅貸付収入とあります。これ当初には

なかったのですけれども、この中身について。

歳出も併せて質問していいのですか。 

委員長 質問回数の制限がないので、１つずつで

いいです。 

８番  はい。 

委員長 では、今の質問についてですけれども、

旧公民館については総務課のほうでお答えしま

すが、旧教員住宅のほうは企画課のほうとなり
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ますので、ご承知ください。 

  では、総務課長。 

総務課長 お答えします。 

  旧公民館使用料の内訳についてのご質問でご

ざいますが、こちらは旧新田郷地区公民館の１

階和室、１階倉庫を越中畑地区自治協議会に貸

付けしてございます。貸付料の年額は４万681円

になります。 

  次に、旧湯本地区公民館の２階和室、１階倉

庫を湯本温泉地区協議会のほうに貸付けしてご

ざいます。貸付料の年額は12万9,495円でござ

います。同じく昨年度は、旧湯本地区公民館の

２階小会議室を株式会社祭り法人射的さんのほ

うに３か月お貸ししたものが２万5,500円とな

ります。 

  以上でございます。 

委員長 髙橋宏君。 

８番  当初になかったということは、急遽、い

ろいろ事情あってということなのか、当初の予

算になかったということはどういうことでしょ

うか。 

委員長 総務課長。 

総務課長 当初から予算措置しておいたものでご

ざいますので、の決算額という考え方でござい

ます。 

委員長 刈田敏君。 

１１番 ページ数は１、２ページのふるさと納税

の減額に関してですけれども……いいですか。 

（何事かの声） 

１１番 そっち企画、すみません。では、企画の

ときに聞きます。 

委員長 髙橋宏君。 

８番  ７、８ページかな、まちなか交流館業務

委託を総務課で担当しているということで、附

属資料の161ページを見ますと、このまちなか

交流館、セミナールームとテラスがあるようで

すけれども、特にテラスについての利用人数が、

前年度115人に対して令和５年度30人というこ

とで、３分の１ぐらいしか利用人数がないと。

どういう理由でこのようになったのか、そのこ

とについて担当課としてはどのように把握して

いるのかお伺いします。 

委員長 総務課長。 

総務課長 お答えします。 

  附属資料の161ページに記載の利用者数及び

使用料収入の内訳の区分の中のテラスという部

分の利用者数の前年度との比較についてのご質

問ということでございますが、令和４年度は個

人主催の体験型のイベントといいますか、プロ

グラミング教室のようなものを開催されており

まして、割と利用状況がよかったというような

実績でございました。令和５年度は、残念なが

らその方の主催事業がなくて少なくなった、30人

にとどまってしまったという状況でございます。

あくまでも利用申請いただいてテラスを利用し

ている方の集計でございまして、それ以外にも

テラスを利用されて中を回ってというか、休憩

されたりとか、利用される方は多いように見受

けられますので、今後もそういう交流の場とし

ての機能は果たしていくものというふうに考え

てございます。 

委員長 髙橋宏君。 

８番  まちなか交流館のテラスについては、完

成当時から、私、見た感じといいますか、特に

今の、今年のような暑い時期は、なかなか暑く

て中にいるのも大変、もう熱中症とか考えれば

逆に危険と思えるような感じですし、冬は非常

に寒くて、なかなか利用できないと。そういう

ことも、この利用人数の減につながっているの

ではないかなと思うのですけれども、一般質問

でも申し上げたとおり、町の管轄している施設

についてあまりにも利用人数が少なければ、そ

の維持管理において対策を取るとか、利用人数

増するために対策を取るとかということが考え

られると思うのですけれども、担当課としてそ

のような検討をされたのかお伺いします。 

委員長 総務課長。 

総務課長 お答えします。 
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  このまちなか交流館のテラスに関してですけ

れども、実際のところ、まだ検討等は入ってご

ざいません。こういった実績を見ながら今後検

討に入りたいといいますか、考えていきたいと

いうふうに思います。 

委員長 刈田敏君。 

１１番 ９、10ページの地域づくり組織一括交付

金の中の集会所の分ですけれども、これを、成

果をどのように捉えているのかお伺いいたしま

す。 

委員長 総務課長。 

総務課長 お答えします。 

  地域づくり組織一括交付金の集会所の修繕分

ということでご質問でございますが、この修繕

の内訳でございますけれども、湯之沢協議会に

よるゆう林館を集会所として使用することに伴

う改修費用として、外壁、屋根の塗装、あとト

イレ及び流し台の設置等に要した経費というこ

とで544万4,730円を支出してございますし、あ

と天ケ瀬地区の運営協議会のほうには、耳取地

区集会所の外壁、屋根の修繕及び塗装、あとは

屋根鉄骨階段の撤去等に伴う経費として355万

440円、トータル、その額になるわけですけれ

ども、交付をさせてもらってございます。今回

この修繕をするということに当たって、地区と

してもおおむね10年ぐらいは使うという気持ち

での申請でございますので、そういったことを

踏まえまして今回修繕をさせてもらっています

ので、地域とともに町も一緒になって地域づく

りは共にやっていきたいなというふうに思って

ございます。 

  以上でございます。 

委員長 刈田敏君。 

１１番 この地域づくりで推進事業の目的として

は、地域の特色を生かした取組を推進する、今

課長がおっしゃられたことだと思いますけれど

も、なかなか、直して、見通してやっていると

言うのですけれども、実際はどうなのだという

あたりはどのように今後、つながっていくこと

だと思うのですけれども、具体的にはその地区

とどういうコミュニケーションを取っていくの

か、その辺をちょっとお伺いいたします。 

委員長 総務課長。 

総務課長 お答えします。 

  地域づくりについては、今町のほうで計画の

策定のお願いなどしてございますけれども、そ

の橋渡し役と言っていいでしょうか。集落支援

員さんなどをそのパイプ役としてもお願いして

ございますので、集落支援員さんなりなんなり

とうまく連絡を取り合いながら地域づくりを一

緒に進めていければなというふうに考えてござ

います。 

委員長 刈田敏君。 

１１番 これ、あと負担割というのがあったと思

うのですけれども、完全にこの予算内でまず収

まって、全部精算終わっているということでよ

ろしいですか。 

委員長 総務課長。 

総務課長 お答えします。 

  事業費に対する負担割合ですけれども、２割

は地元負担ということで既に終わっているもの

でございます。 

委員長 刈田敏君。 

１１番 ２割の地元負担も全部終わっているとい

うことで、了解です。 

委員長 ほかにありませんか。 

（なしの声） 

委員長 それでは、全体を通して質問し忘れ等あ

りませんか。 

（なしの声） 

委員長 発言がないようですので、お諮りいたし

ます。 

  これで総務課が所管する一般会計の審査をひ

とまず終わりにしたいと思いますが、ご異議あ

りませんか。 

（異議なしの声） 

委員長 ありがとうございます。異議なしと認め

ます。 
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  では次に、選挙管理委員会の審査を行います。

選挙管理委員会が所管するのは、２款総務費で

あります。 

  選挙管理委員会書記長より決算の概要説明を

求めます。 

  選挙管理委員会書記長。 

選挙管理委員会書記長 選挙管理委員会に係る令

和５年度の決算審査、よろしくお願いいたしま

す。 

  それでは、令和５年度西和賀町一般会計歳入

歳出決算の選挙管理委員会分の抜粋の決算書を

御覧いただきたいと思います。総務課と一緒に

なっておりますので、最後のほうのページにな

ります。 

  歳出になりますが、21ページから22ページを

御覧ください。２款４項１目選挙管理委員会費

及び２目選挙啓発費については、選挙管理委員

会委員報酬などの選挙管理委員会に係る経費及

び啓発用資料購入費となります。 

  21ページから24ページにかけての３目知事、

県議会議員選挙費及び４目町議会議員選挙費

は、それぞれの選挙に係る執行経費となります。

なお、知事、県議会議員選挙費に関しては、

1,120万2,160円の執行委託金を歳入で受けてお

ります。 

  以上で選挙管理委員会の決算の概要について

説明を終わります。決算審査、よろしくお願い

いたします。 

委員長 ありがとうございます。選挙管理委員会

書記長の説明が終わりました。 

  これから質疑を行います。選挙管理委員会は、

歳入歳出とも一括で質疑を許します。質疑あり

ませんか。 

  髙橋宏君。 

８番  知事、町議会ともだと思うのですけれど

も、ポスターの設置、撤去費用が出ております。

人口減とか、あとは不在の住宅が増えてきて、

この設置場所についての見直し等は行われてい

るのかをお伺いいたします。 

委員長 選挙管理委員会書記長。 

選挙管理委員会書記長 お答えします。 

  ポスターの掲示場でございますけれども、実

を言いますと、本来基準がありまして、この地

域だともっと多く設置しなければならないもの

を、実はこのぐらいまで縮小させてもらってご

ざいます。あと、これのまた再度見直しとなる

のは、ちょっとまだ今のところはしておりませ

んでしたが、今後人口減少、先ほどお話しされ

たような状況もございますので、考えていく必

要はあるものと考えてございます。 

委員長 ほかにありませんか。 

（なしの声） 

委員長 では、発言がないようですので、お諮り

いたします。 

  これで選挙管理委員会が所管する一般会計の

審査をひとまず終わりたいと思いますが、これ

にご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

委員長 異議なしと認めます。 

  これで選挙管理委員会への審査をひとまず終

了し、次の企画財政課の審査に移るため、では

１時45分までということでよろしいでしょうか、

休憩。では、１時45分まで休憩を取らせていた

だきます。 

午後 １時３２分 休   憩 

午後 １時４５分 再   開 

委員長 休憩を解き審査を進めます。 

  次に、企画財政課の審査を行います。企画財

政課が所管するのは、２款総務費、12款公債費、

14款予備費であります。 

  企画財政課長より決算の概要説明を求めま

す。 

  企画財政課長。 

企画財政課長 それでは、お疲れさまです。企画

財政課です。よろしくお願いいたします。初め

に、お配りしております企画課分の令和５年度

西和賀町一般会計歳入歳出決算書抜粋により、

企画課に係る決算の概要について説明させてい
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ただきます。 

  歳出から説明いたします。11ページ、12ペー

ジを御覧ください。２款１項１目一般管理費は、

一般職及び再任用職員に係る人件費になりま

す。 

  ２目文書広報費、10節需用費のうち、印刷製

本費334万4,000円は、広報西和賀の印刷代とな

ります。12節委託料105万9,800円は、ふるさと

ＣＭ大賞作品制作に係る業務委託料５万円と町

の公式ホームページ保守業務委託料 100万

9,800円です。 

  ３目財政管理費、13ページ、14ページになり

ますが、12節委託料173万8,000円は、決算を分

析し、統一的な基準による財務書類を作成する

ための地方公会計財務書類作成業務委託料で

す。 

  ５目財産管理費、24節積立金２億8,123万

4,000円は、それぞれの基金の設置目的に応じ

て基金積立てを行ったもので、主なものは財政

調整基金5,857万3,000円、減債基金１億5,362万

4,000円、がんばる西和賀応援基金 6,900万

7,000円などとなっております。 

  ６目企画費、１節報酬と４節共済費は、雪国

文化研究所研究員に係る人件費及び基本構想審

議会委員報酬になります。10節需用費、修繕料

108万5,408円は、町民バス３台に係る修繕料が

主なものであります。12節委託料の主なものは、

町民バス運行業務委託料として3,526万5,419円

を、ＪＲ北上線利用促進業務委託料として99万

9,900円を支出しております。18節負担金、補

助及び交付金のうち、15ページ、16ページにな

りますが、乗合タクシー運行維持費補助金264万

9,550円は、湯川温泉方面を運行している湯け

むりタクシーに対しての補助金になります。Ｊ

Ｒ北上線活性化イベント事業費補助金435万

9,340円は、ＪＲ北上線利用促進協議会が主催

した北上線全線開通100周年プレイベント湯っ

たりまつり2023開催に要する経費に対し補助を

したものです。 

  17ページ、18ページを御覧ください。12款１

項公債費、１目元金６億7,133万9,714円と２目

利子4,611万6,234円の合計７億1,745万5,948円

は、一般会計の地方債に係る元利償還費用であ

ります。 

  14款予備費について、令和５年度の充用はあ

りませんでした。 

  続いて、歳入について説明いたします。１ペ

ージ、２ページの２款地方譲与税から５ページ、

６ページの13款交通安全対策特別交付金まで

は、それぞれ国及び県から交付となったもので

す。そのうち12款地方交付税については、普通

交付税 37億 606万 1,000円、特別交付税７億

4,457万7,000円となっております。 

  15款１項１目総務費使用料163万431円は、町

民バスの運賃収入になります。 

  ７ページ、８ページを御覧ください。16款２

項１目総務費国庫補助金については、新型コロ

ナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

6,249万6,000円、物価高騰対応重点支援地方創

生臨時交付金１億27万2,000円が主なものです。 

  17款２項１目総務費県補助金912万6,000円

は、地域経営推進費という県からの補助金427万

1,000円、同じくバス路線のうち、山伏線と貝

沢線のバス運行に係る補助金435万6,000円が主

なものです。 

  ６目教育費県補助金657万6,000円は、湯田農

業者トレーニングセンター敷地内舗装路盤改良

工事の財源として充当した電源立地地域対策交

付金になります。 

  20款１項１目基金繰入金１億5,200万円は、人

材育成基金、まちづくり振興基金、がんばる西

和賀応援基金からそれぞれ繰入れし、各事業の

財源に充当したものです。 

  ９ページ、10ページを御覧ください。21款１

項１目繰越金３億2,345万920円は、繰越明許費

充当分を含む前年度からの繰越金になります。 

  23款１項１目総務債1,610万円は、臨時財政対

策債になります。 
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  なお、企画課に係る主要事業等につきまして

は、決算附属資料57ページと164ページから

166ページに掲載しておりますので、確認をお

願いいたします。 

  次に、ふるさと振興課分の令和５年度西和賀

町一般会計歳入歳出決算書抜粋により、ふるさ

と振興課に係る決算の概要を説明させていただ

きます。歳出からになりますが、５ページ、６

ページを御覧ください。２款１項１目一般管理

費は、一般職及び再任用職員に係る人件費にな

ります。 

  ６目企画費の１節報酬と４節共済費は、地域

おこし協力隊に係る人件費及びまち・ひと・し

ごと創生総合戦略推進会議委員報酬、空き家等

対策協議会委員報酬になります。７節報償費、

移住コーディネーター謝金72万円は、町が委嘱

している２名の移住コーディネーターに係る謝

金になります。繰越明許費分を含む返礼品費用

642万7,931円は、ふるさと納税に係る返礼品を

提供する町内事業者への支出となります。なお、

令和５年度のふるさと納税寄附額は１億

3,839万5,644円となり、企業版ふるさと納税を

合わせた総額は１億5,739万5,644円となってお

ります。 

  ７ページ、８ページを御覧ください。11節役

務費のうち通信運搬費は、主にふるさと納税に

係る返礼品等の郵便料、送料となります。企業

版ふるさと納税推進業務手数料225万円につい

ては、本町にふるさと納税を行っていただく企

業の掘り起こしや寄附対象プロジェクトの企画

提案などのコンサルタント業務に係るものです。

そのほか、クレジット決済手数料96万5,327円

などであります。12節委託料、ふるさと納税推

進業務委託料6,366万1,996円は、令和５年４月

からふるさと納税の受付、返礼品発送、ポータ

ルサイトのページ編集、更新業務等、ふるさと

納税に関する業務を西和賀産業公社に委託を行

ったものです。婚活支援業務委託料 150万

9,336円は、男女の出会いの場を提供するため、

男女交流イベントの企画、運営等を業務委託し

たもので、交流イベントを２回開催しておりま

す。雪を活用した商品開発・情報発信業務委託

料930万2,090円は、ユキノチカラプロジェクト

協議会と連携を図っている西和賀産業公社に雪

を活用した新商品開発及び雪国の魅力を県内外

に情報発信する業務を委託したものです。地域

おこし協力隊募集業務委託料262万4,490円は、

町が必要とする地域おこし協力隊を確保するた

め、地域おこし協力隊の募集企画、募集ＰＲ、

説明会等の開催など、募集業務を事業者に委託

したものです。地域おこし協力隊運営業務委託

料693万2,761円は、委託型地域おこし協力隊の

任用に係る業務委託になります。首都圏関係人

口拡大業務委託料372万2,013円は、首都圏の空

き店舗を活用し、町の特産品の販売、観光ＰＲ

を実施したほか、交流イベントを開催しており

ます。地域商社事業推進業務委託料500万円は、

地域商社事業を西和賀産業公社に業務委託し、

地域商社ネットワーク会議の組織化により関係

機関との連携を図り、地域資源を活用した新商

品開発、仙台、東京圏への販路拡大の取組を進

めたものです。特定空き家解体業務委託料154万

円は、所有者不明となっていた特定空き家の略

式代執行に要した費用であります。13節使用料

及び賃借料、ポータルサイト使用料1,584万

4,287円は、ふるさと納税寄附に際しポータル

サイトを利用して寄附を行った場合の寄附額に

応じた場合の使用料となっております。 

  ９ページ、10ページを御覧ください。18節負

担金、補助及び交付金のうち、起業支援補助金

100万円ですが、地域おこし協力隊の任期を終

え、引き続き町内に居住し起業した方に交付を

行ったものです。続いて、空き家対策事業に関

する補助金となりますが、空き家改修費助成事

業補助金１件、８万1,000円、空き家解体費助

成事業補助金10件、294万6,000円、空き家活用

促進事業補助金３件、260万円をそれぞれ支出

し、空き家の有効活用、放置空き家の発生抑制
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を図ったところであります。 

  ８目自治振興費、18節負担金、補助及び交付

金、地域づくり組織除雪機械購入補助金（繰越

明許費）1,250万円は、地域づくり組織５組織

における除雪機械購入に要する費用に対し補助

をしたものです。 

  歳入については、主なものは歳出の説明で触

れておりますので、説明は割愛させていただき

ます。 

  なお、ふるさと振興課に係る主要事業等につ

きましては、決算附属資料58ページから61ペー

ジ及び167ページ、168ページに掲載しておりま

すので、ご確認をお願いいたします。 

  企画財政課に係る決算の概要説明は以上のと

おりです。ご審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

委員長 企画財政課長の説明が終わりました。 

  これから質疑を行います。初めに、従前の企

画課の歳入に関する質疑を一括で許します。質

疑ありませんか。 

  髙橋宏君。 

８番  先ほど総務課のときに質問した旧教員住

宅の収入については企画でということだったの

ですけれども。 

（何事かの声） 

８番  ふるさと振興分で質問するのだ。分かり

ました。 

委員長 では、後でということで、ごめんなさい。 

  では、企画財政課としての部分での歳入。 

（なしの声） 

委員長 では、企画課の歳出、11ページ、12ペー

ジ、質疑をお願いします。ありませんか。 

（なしの声） 

委員長 では、13ページ、14ページ。 

  髙橋宏君。 

８番  14ページの町民バスの運行の業務委託し

ているのですけれども、抜粋の57ページにも地

方交通路線対策事業ということで、町民バス、

おでかけバスの利用状況載っているのですけれ

ども、人数載っているのですけれども、特に多

い路線とか少ない路線等についてどのように把

握しているのかをお伺いいたします。 

委員長 質問の補足を、では髙橋宏君。 

８番  令和５年度なのですけれども、令和６年

に向けてデマンド型等の検討もしているようで

すので、令和５年度中に利用人数の多いところ、

少ないところなど把握した中でそういうデマン

ド型に移行しているのかなと思ったので、令和

５年度の利用人数の多い路線とか少ない路線に

ついてどのように課として捉えているのか。 

委員長 企画財政課長。 

企画財政課長 町民バスの運行状況について、ま

ず全体的なお話をさせていただきます。 

  町民バスの利用状況でございますが、全体の

利用者数は、令和４年度は４万9,129人に対し、

令和５年度は４万9,333人と、若干ですけれど

も増加傾向にある一方で、おでかけバス、旧患

者送迎バスですけれども、このおでかけバスに

限ると、令和４年度の4,917人に対し、令和５

年度は4,695人と減少傾向にございます。利用

時間帯については、県道１号の路線は、西和賀

高校生の登校時間帯の貝沢７時５分発とほっと

ゆだ駅前８時25分発が高校生の利用で多く、下

校時間帯である16時から18時台、それから部活

動や課外活動などにより、分散して一定の利用

数もあります。一方で、ほっとゆだ駅前19時５

分発は、年間の利用者が337人と少ないですが、

通勤通学の足として利用をされております。ま

た、おでかけバスは、湯田、沢内ともに午前２

便目の利用が少ない状況であり、このことから

今年度ＡＩオンデマンド交通を構築することで

利便性の向上と運行の最適化を図ることとして

いるものであります。 

  以上です。 

委員長 北村嗣雄君。 

１番  財産管理費の各種積立金２億8,000万ほ

どの歳出しているのですが、この内訳で、トー

タルで幾らぐらいになっているか、現在。トー
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タルというのは、各項目を４積立てなさってい

ますね。13ページの。 

委員長 企画財政課長。 

企画財政課長 確認させていただきたいです。こ

の４つの基金のトータルということでよろしい

でしょうか。 

（何事かの声） 

企画財政課長 それでは、財政調整基金の令和５

年度末の残高ですけれども、決算書の304ペー

ジにもございますけれども、決算年度末現在高

が、財政調整基金が14億7,716万2,000円と、債

権が5,850万8,000円となっております。決算書

の304ページです。それから、減債基金積立金

でございますが、５億5,308万5,000円、現金で

す、今、これが。債権が１億5,360万円です。

次に、まちづくり振興基金積立金、現金が６億

244万5,000円、債権が1,000万円、がんばる西

和賀応援基金が、現金が１億5,842万2,000円、

債権が6,900万円となっております。 

  以上でございます。 

委員長 唐仁原俊博君。 

６番  ６目企画費の13使用料及び賃借料のとこ

ろでバスロケーションシステム使用料がありま

すけれども、これは、ほっとゆだ駅前とさわう

ち病院にあるディスプレーに映すやつと、あと

スマホで運行状況が見られるやつ、両方になる

のですか。その場合、ほっとゆだ駅前とさわう

ち病院のディスプレーに時刻表が出ているのは

見れば分かるということで、ある程度利用して

いる人たちには認知されているのかなと思うの

ですが、スマホで今どこ走っているか分かるよ

というのが、先日の町政懇談会のときにも、そ

ういうシステムがあったらいいと思うのですけ

れどもという質問が出るぐらい、ちょっと住民

の中でも浸透していないのかなと。なので、こ

れは利用を促進するのであれば、さらに周知を

図る必要があるのかなと感じるのですけれども、

いかがですか。 

委員長 企画財政課長。 

企画財政課長 バスロケーションシステムについ

てお答えいたします。 

  おっしゃるとおり、さわうち病院と湯夢プラ

ザに置いている大型モニターと、それからスマ

ートフォンで確認できるものでございます。利

用の状況ですけれども、アクセス数が月平均で

4,841件のアクセス数、１日平均に直しますと、

令和５年度の平均ですけれども、１日158.7件

のアクセスが一応あるということになっており

ます。一応ホームページのトピックスへ掲載し

ておりますし、昨年９月号の広報西和賀でお知

らせを図っているところですが、なお情報が行

き届くように、引き続き情報発信に取り組んで

まいりたいと思っております。 

委員長 唐仁原俊博君。 

６番  今聞いたら思ったよりあったというのが

正直な感想でした。さっきの宏議員からもあり

ましたけれども、ＡＩオンデマンドバスとか活

用されるということなので、これからさらに伸

びていけばいいなと思います。ちなみに、この

利用料というのは、そのアクセスがどうであれ、

別に恐らく一定額のやつですよね。 

委員長 企画財政課長。 

企画財政課長 ただいま委員おっしゃるとおりで

ございます。 

委員長 ほかにありませんか。ページを進めてよ

ろしいでしょうか。 

（なしの声） 

委員長 では、15ページ、16ページ。 

（なしの声） 

委員長 なければ、次、17ページ、18ページ。 

（なしの声） 

委員長 なければ、次に従前のふるさと振興課分

の質疑を行います。 

  ふるさと振興課分は、歳入歳出ともに一括で

質疑を許します。質疑ありませんか。 

  髙橋宏君。 

８番  歳入の旧教員住宅貸付収入とありますけ

れども、どこの場所を貸し付けての収入なのか
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と詳しい内容を教えてください。 

委員長 企画財政課長。 

企画財政課長 お答えいたします。 

  旧教員住宅貸付収入の内容ですけれども、こ

ちらは旧貝沢小学校教員住宅を活用したお試し

居住体験用住宅の貸付収入でございます。移住

体験を通じて都市住民等の移住、定住の促進を

図るため、昨年度から新たに取り組んでいる事

業でありまして、昨年度１件の利用があります。

利用期間が８月から３月までの８か月間に係る

収入になっているものでございます。 

委員長 髙橋宏君。 

８番  貝沢での利用ということだったのですけ

れども、ほかにも教員住宅あると思うのですけ

れども、ほかでもこのお試し住宅ということで、

希望があればこのように借りられるということ

なのでしょうか。 

委員長 企画財政課長。 

企画財政課長 お答えいたします。 

  昨年度から始めたこのお試し居住体験住宅と

いう形での住宅は、ここ、旧貝沢小学校のみで

ありまして、そのほかに似たようなといいます

か、移住体験住宅というのがありまして、これ

は湯田地区に１か所、沢内地区に１か所あると

いうことになっております。 

委員長 髙橋宏君。 

８番  今言われた２か所については希望がなか

ったと。ではなくてですか。 

委員長 企画財政課長。 

企画財政課長 移住体験住宅のほうは、希望者何

件もございまして、そちらの使用料につきまし

ては、使用料といいますか、あるいは光熱水費

の実費相当を負担していただいておりますので、

そちらは雑入のほうに収入を計上しております。 

委員長 髙橋宏君。 

８番  それでは、７ページ、８ページのふるさ

と納税推進業務委託と地域商社について、今課

長から説明あったように、昨年度産業公社のほ

うに委託したということだと思います。附属の

59ページの上段にふるさと納税の推奨事業があ

りまして、事業概要の説明の３行目、「ふるさ

と納税事業を株式会社西和賀産業公社に委託す

ることにより地域商社としての事業推進を図っ

た」とあるのですけれども、そもそもといいま

すか、産業公社の支援ということではふるさと

納税は事業強化のために事業委託したというこ

とで、地域商社に関しては生産支援というふう

なすみ分けがあったのですけれども、その下、

まち・ひと・しごとでは西和賀産業公社に業務

を委託していると。ふるさと納税とかまち・ひ

と・しごととか、産業公社に委託する上でのす

み分けといいますか、ふるさと納税事業は、あ

くまでもふるさと納税事業を産業公社に委託し

たのであって、地域商社としての事業推進とい

うのではないのではないかなという印象を受け

たのですけれども、この点について。 

委員長 企画財政課長。 

企画財政課長 すみません、もしかするとちょっ

とご質問の意図と違った答弁になるかもしれま

せんけれども、地域商社事業の中にパッケージ

としてふるさと納税業務も含めて、地域商社事

業を西和賀産業公社のほうに委託を行っている

という考え方でございます。 

委員長 髙橋宏君。 

８番  商品開発に関しては、今度附属資料でユ

キノチカラという文言も出てきます。ふるさと

納税の事業、産業公社に対して地域商社の事業

とは、ユキノチカラとはどのようなすみ分けと

いいますか、事業推進の上で、協力する部分は

当然あるとは思うのですけれども、この部分は

産業公社、この部分はユキノチカラなのだと。

町として業務支援はこのような形でやっている

という、その辺の形がちょっと私には分かりづ

らいのですけれども、その辺の説明をしていた

だきたいのですけれども。 

委員長 企画財政課長。 

企画財政課長 お答えいたします。 

  本町のふるさと納税の返礼品の中に多くユキ
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ノチカラの商品がたくさんございます。したが

って、ふるさと納税を推進するということは、

イコールユキノチカラプロジェクトの推進とい

うことになっております。で、ユキノチカラプ

ロジェクト協議会は、一応組織は産業公社と別

ということになっておりますけれども、実質、

今一体となって取組を進めております。したが

って、ユキノチカラプロジェクト、それから地

域商社、そしてふるさと納税、これは、ここ一

体のものとしてふるさと納税の推進をもって地

域商社事業の推進を図っていこうとしているも

のでございます。 

委員長 髙橋宏君。 

８番  当然一緒になる部分はあると思うのです。

一般質問にちょっと関わるというか、町、支援

しているのも分かります。事業内容としてそう

いうふうに関わってくるという部分も当然ある

と思います。ただ、今回決算ですので、では決

算ではどういうふうな分け方での報告になるの

か。言いますと、一般質問の繰り返しになって

申し訳ないですけれども、地域に対して、町の

交付金はやっぱりちゃんとすみ分けをして報告

しなさいというのはある一方で、こういう事業

に関しては、一応ふるさと納税、地域商社とユ

キノチカラとかとあるのであれば、報告もある

程度のすみ分けが必要になってくるのかなと思

っての質問なのですけれども、その点について

伺います。 

委員長 企画財政課長。 

企画財政課長 ただいまの、先ほど来からの委員

のすみ分けというところの意味が、私は少し理

解しておりませんので、その辺もう少し教えて

いただければと思います。すみません。 

委員長 ちょっと待ってください。ただいまマイ

クがオフになっていたかもしれませんけれども、

企画財政課長のほうから反問権の行使というこ

とでの今、論述がありましたので、その上での

次の質問者ということになります。ただいま反

問がありましたので、このことについて質問者

のお答えを願いますということで、髙橋宏君。 

８番  昨年２月に産業公社の経営改善というこ

とでの資料なのですけれども、先ほど言ったよ

うに、町としては生産支援ということで、地域

商社推進事業委託ということで当初予算で

500万、ふるさと納税事業ということで、委託

事業ということで当初予算8,280万というふう

なすみ分けができておりますので、委託すると

きに。決算報告としては、その辺、先ほど言っ

たように、ふるさと納税と地域商社が何か一緒

になっているような形でしたので、支援すると

きにこういうふうにすみ分けしているのであれ

ば、報告も当然そのようにしてできているので

しょうかという、そういうことです。 

委員長 ただいま反問に対する答弁がありました

が、企画財政課長、よろしいでしょうか。 

  以上で反問を終わります。 

  続けて、先ほどの質問者に対する企画財政課

長からの答弁をお願いします。 

  暫時休憩を取りたいと思います。 

午後 ２時２４分 休   憩 

午後 ２時３０分 再   開 

委員長 では、休憩を解き審査を進めます。 

  では、先ほどの質問者の質問に対する企画財

政課長の答弁を許します。 

  企画財政課長。 

企画財政課長 申し訳ございません。西和賀産業

公社からは、それぞれの委託事業につきまして、

当然それぞれで経理上の事業報告はいただいて

おりますので、私、説明の中でちょっと一体の

取組として説明をしてしまいましたので、その

辺が分かりにくい部分があったかと思いますの

で、その辺のしっかりした、この取組、この事

業にこれだけ使って、こういう成果が上がって

いるというような、もう少し分かりやすい資料

を総括質疑までに準備させていただきたいと思

います。 

委員長 質問者はよろしいでしょうか。 

  では、企画財政課からは総括質疑の際に詳し
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い資料を提出ということで、よろしくお願いい

たします。 

  刈田敏君。 

１１番 １ページ、２ページ目のですけれども、

ふるさと納税についてであります。寄附金です

ので何とも言えないところもあるのでしょうけ

れども、予算に対する減額ということでどのよ

うに分析しているのか、その辺をお伺いします。 

委員長 企画財政課長。 

企画財政課長 お答えいたします。 

  ふるさと納税の寄附額が前年度よりも落ち込

んでいることに対しての分析でございます。ま

ずは、ふるさと納税、全国的な最近のといいま

すか、状況についてですけれども、委員もご存

じのとおり、ふるさと納税、年々競争が激化し

ておりまして、本当に各自治体間で知恵の出し

合いというか、いかにして寄附額を増やすかと

いうことの競争が激化してきております。それ

で、傾向として肉とか、あとは海鮮、魚介類等

を返礼品で使っているところに寄附が集まって

いる傾向がございます。本町ではそのような返

礼品扱っておりませんので、なかなか寄附集め

には苦戦しているという状況でございます。と

はいえ、そういう肉、魚介類を扱わなくても寄

附額を伸ばしている自治体もありますので、本

町においても一層の努力が必要かと思っており

ます。 

  それで、令和５年度の寄附が減少した要因で

すけれども、ご承知のとおり、令和５年度から

委託業者を西和賀産業公社に、先ほどからのお

話でお分かりのとおり、変更しました。令和５

年度引継ぎということで、業務の引継ぎと、そ

れから情報の再構築のため初動に遅れがあった

ことは否めないと思います。それから、これ令

和４年度からの継続でしたけれども、受注過多

がありまして、返礼品の発送遅延、それからそ

れに伴ってその間受注停止期間がありました。

これも寄附額減少の要因だと思っております。

それから、委託業者が変わったことで、商品の

ＩＤが引き継がれなかったということで、今ま

で繰り返し寄附していただいたリピーター構築

をゼロからスタートしなければいけなかったと

いうあたりが減少の要因かと思っております。 

委員長 刈田敏君。 

１１番 まさに今、ふるさと納税も競争の中で寄

附を伸ばしているところもあれば、ちょっと容

易でないところも出てきていますけれども、そ

れは原因としてやっぱりしっかり見なくてはい

けないと思うのですけれども、このことをふる

さと納税にしてみれば、中期財政計画の中に入

っているわけです。収入の部分でやっぱり力入

れてやろうということで入っているので、その

辺の絡みといいますか、この前後することによ

ってどれぐらい見ているのかというか、収入と

してどれぐらい見込んでいるのか、今後どうい

うふうな考え方でいくのか、その辺をお伺いい

たします。 

委員長 では、暫時休憩を取らせていただきます。 

午後 ２時３７分 休   憩 

午後 ２時３９分 再   開 

委員長 では、休憩を解き審査を進めます。 

  先ほどの質問に対する回答を許します。 

  企画財政課長。 

企画財政課長 お答えいたします。 

  ふるさと納税の寄附につきましては、中期財

政計画の中でほかの収入項目と一括でもちろん

計上になってはおりますけれども、ふるさと納

税だけで幾らという目標額、こちらは、そこま

でのところは中期財政計画上はございません。

それで、ここ数年目標額といいますか、予算は

１億8,000万円でずっと当初予算で計上させて

いただいておりますので、まず当面この１億

8,000万円というのがここ数年間の目標金額に

なってくるものと思っております。 

  あと一方で、昨年度は企業版のふるさと納税

が、これが1,900万円ございました。こちらは、

特に目標を定めておりませんでしたので、この

分も含めて１億8,000万円を何とか目指してい
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きたいなというふうに考えているところでござ

います。 

委員長 刈田敏君。 

１１番 いずれ増やしていくということですけれ

ども、やはり今、町全体として関係人口やその

ほかのいろいろな事業施策もやっているわけで、

その絡みでは１億8,000万というのを目指して

いくのだと思いますけれども、やっぱり地元も

盛り上がるような、そういう仕組みということ

ももうちょっと力入れてやっていくべきだと思

いますけれども、その辺をお伺いします。 

委員長 内記町長。 

町長  お答えいたします。 

  ご指摘のように、やっぱりこの力を利用して

地元を盛り上げていくということが大事だとい

う問題意識は持っておりました。それで、私、

着任後、いろいろこれのレクチャーといいます

か、仕組みだったり、学習させていただくに当

たりまして、ふるさと納税を扱うに当たってか

なりの大きい部分を、金額的にも、あとやり方

につきましても外部委託で、出発点は何もそん

なノウハウがない中で、それは当然そういうや

り方が自然だったと思いますけれども、やはり

年数を重ねるうちに、私としてはぜひ内製化し

たいなという思いでおりました。そうしたとき

に人材であったり、あるいは産業公社ができそ

うだというお答えいただきましたので、これは

いろいろ困難な点はあるかもしれませんけれど

も、ぜひ内製化して、お金の面でも内部循環し、

地域内のそういう経済的なものを盛り上げてい

きたいという思いで取り組ませていただきまし

た。いざ取り組んでいただいたときに、先ほど

課長からお話しありましたように、細かいデー

タのやり取りであったりとか、いろいろネット

上にやる場合のやはりそれなりのノウハウがあ

って、そういう専門のところに頼んだという経

緯があったので、そこを移行させるのにいろい

ろ今回戸惑いましたけれども、かなり頑張って

いただきまして、その辺も内製化して、今かな

り軌道に乗ってきた状況であると思います。そ

ういう点では、そういう基盤は相当できてきた

と思いますので、ご指摘のように、それをさら

に発展させて、金額の面もそうですし、いろん

な産品、ユキノチカラを通じたブランド化によ

る地域産品の開発と、そういうものに生かして

いきたいなというふうに考えておりますので、

今ご指摘のような線で頑張らせていただきたい

なというふうに思っております。 

委員長 ほかに質問はありませんか。 

（なしの声） 

委員長 それでは、全体を通して質問し忘れ等ご

ざいませんでしょうか。 

（なしの声） 

委員長 発言がないようですので、お諮りをいた

します。 

  これで企画財政課が所管する一般会計の審査

をひとまず終わりとしたいと思いますが、これ

にご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

委員長 ありがとうございます。異議なしと認め

ます。 

  これで企画財政課への審査をひとまず終了し、

本日の日程を終了します。 

  次週９月９日は午前９時30分から健康福祉課

から審査を行います。 

  本日はこれをもって散会いたします。お疲れ

さまでした。 

午後 ２時４４分 散   会 


